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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  支持部材に支持される圧力センサであって、
  圧電シートを有する圧電センサと、
  前記圧電センサを前記支持部材に対して支持させる部材であって、前記圧電シートの角
部に対応して部分的に配置された支持体と、
を備えた圧力センサ。
【請求項２】
  支持部材に支持される圧力センサであって、
  圧電シートを有する圧電センサと、
  前記圧電センサを前記支持部材に対して支持させる部材であって、前記圧電シートの対
向する２辺に沿って部分的に配置された支持体と、
を備えた圧力センサ。
【請求項３】
  前記支持体は、１ＧＰａ以上の弾性率を有する、請求項１又は２に記載の圧力センサ。
【請求項４】
  前記圧電シートの外周縁において前記支持体が配置されていない部分に配置された、前
記支持体より剛性が低い第２支持体をさらに備えている、請求項１～３のいずれかに記載
の圧力センサ。
【請求項５】
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  支持部材に支持される圧力センサであって、
  圧電シートを有する圧電センサと、
  前記圧電センサを前記支持部材に対して支持させる部材であって、前記圧電シートの外
周縁部分のみに配置された複数の支持突起構造を有する支持体と、
を備えた圧力センサ。
【請求項６】
  前記複数の支持突起構造は、互いに分離して設けられた複数の支持突起部材である、請
求項５に記載の圧力センサ。
【請求項７】
  前記支持体は支持体本体を有しており、複数の支持突起構造は支持体本体に形成された
複数の突起である、請求項５に記載の圧力センサ。
【請求項８】
  前記圧電センサは、前記支持体に対応して前記圧電シートの主面に部分的に設けられた
電極をさらに有している、請求項１～７のいずれかに記載の圧力センサ。
【請求項９】
  前記圧電シートに装着され、前記圧電シートへの接触を検出する接触検出部をさらに備
えている、請求項１～８のいずれかに記載の圧力センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、与えられた荷重に応じた圧電信号を発生する圧電シートを用いた、圧力セン
サに関する。
【背景技術】
【０００２】
　タッチパネルへの押圧量を検出するため、圧電シートを用いた圧力センサが従来知られ
ている。例えば、特許文献１には、透明感圧層と、一対の透明導電膜層とからなる透明圧
電センサが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１６３５１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示されたような圧電シートを用いた圧力センサにおいては、圧力センサ
は、一般的に、両面テープによって支持部材に固定されている。両面テープは、圧電シー
トの外周縁に枠状に配置されている。
　この場合、両面テープは剛性が低いので、圧電シートに荷重が作用したときに両面テー
プがたわむことがある。その場合、圧電シート自体のたわみ量が少なくなってしまう。つ
まり、上記の場合には、圧力センサの感度が低くなっている。
【０００５】
　本発明の課題は、圧力センサにおいて、感度を十分に高く維持することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以下に、課題を解決するための手段として複数の態様を説明する。これら態様は、必要
に応じて任意に組み合せることができる。
【０００７】
　本発明の一見地に係る圧力センサは、支持部材に支持される圧力センサであって、圧電
センサと、支持体とを備えている。圧電センサは、圧電シートを有する。支持体は、圧電
センサを支持部材に対して支持させる部材である。支持体は、圧電シートの外周縁部分に
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圧電シートがたわみ容易となるように部分的に配置されている。
　このセンサでは、圧電シートに荷重が作用すると、圧電シートがたわんで電荷を発生す
る。この場合、支持体が圧電シートの外周縁部分に圧電シートがたわみ容易となるように
配置されているので、圧電シートが十分にたわむことができ、つまり圧電シートに加わる
応力が高くなる。その結果、圧力センサの感度が高く維持される。
【０００８】
　支持体は、１ＧＰａ以上の弾性率を有していてもよい。
　このセンサでは、圧電シートが十分にたわむことができ、つまり圧電シートに加わる応
力が高くなる。その結果、圧力センサの感度が高く維持される。
【０００９】
　支持体は、圧電シートの角部に対応して配置されていてもよい。
　このセンサでは、支持体の材料を減らしつつ、前記の効果が得られる。
【００１０】
　支持体は、圧電シートの対向する２辺に沿って配置されていてもよい。
　このセンサでは、支持体の材料を減らしつつ、前記の効果が得られる。
【００１１】
　圧力センサは、第２支持体をさらに備えていてもよい。その場合、第２支持体は、圧電
シートの外周縁において支持体が配置されていない部分に配置された、支持体より剛性が
低い部材である。
　このセンサでは、第２支持体によって、圧電シートと支持部材との間の隙間に外部から
異物が侵入しにくい。
【００１２】
　本発明の他の見地に係る圧力センサは、支持部材に支持される圧力センサであって、圧
電センサと、支持体とを備えている。圧電センサは、圧電シートを有する。
　支持体は、圧電センサを支持部材に対して支持させる部材である。支持体は、圧電シー
トの外周縁に設けられた複数の支持突起構造を有する。
　このセンサでは、圧電シートに荷重が作用すると、圧電シートがたわんで電荷を発生す
る。この場合、支持体が圧電シートの外周縁に設けられた複数の支持突起構造を有してい
るので、圧電シートに対して複数の支持突起構造が作用する箇所において圧電シートのた
わみ量が大きくなり、つまり圧電シートに加わる応力が高くなる。その結果、圧力センサ
の感度が高く維持される。
【００１３】
　複数の支持突起構造は、互いに分離して設けられた複数の支持突起部材であってもよい
。
【００１４】
　支持体は支持体本体を有しており、複数の支持突起構造は支持体本体に形成された複数
の突起であっていてもよい。
【００１５】
　圧電センサは、支持体に対応して圧電シートの主面に部分的に設けられた電極をさらに
有していてもよい。
　このセンサでは、電極の配置が支持体に対応しているので、ノイズに強くなったり、コ
ストダウンを実現できたりする。
　なお、「支持体に対応して」とは、電極が支持体に対して少なくとも一部が平面視で重
なっておりしかも支持体が配置されていない圧電シートの箇所を全て占めていることはな
い状態を意味しており、両者の形状及び位置が完全に一致している場合に限定されない。
　圧電センサは、圧電シートに装着され、圧電シートへの接触を検出する接触検出部をさ
らに備えていてもよい。接触検出部は、抵抗膜式や静電容量方式など、従来の各種タッチ
センサを採用可能である。
【発明の効果】
【００１６】
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　本発明に係る圧力センサでは、感度を十分に高く維持できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】第１実施形態に係る圧力検出装置の概略図。
【図２】第１実施形態の圧力検出装置の圧電センサの下面図。
【図３】第２実施形態の圧電センサの概略断面図。
【図４】第２実施形態の圧電センサの下面図。
【図５】第３実施形態の圧電センサの概略断面図。
【図６】第３実施形態の圧電センサの下面図。
【図７】第４実施形態の圧電センサの概略断面図。
【図８】第４実施形態の圧電センサの下面図。
【図９】第５実施形態の圧電センサの概略断面図。
【図１０】第５実施形態の圧電センサの下面図。
【図１１】第６実施形態の圧電センサの概略断面図。
【図１２】第６実施形態の圧電センサの下面図。
【図１３】第７実施形態の圧電センサの概略断面図。
【図１４】第７実施形態の圧電センサの下面図。
【図１５】第８実施形態の圧電センサの概略断面図。
【図１６】第８実施形態の圧電センサの下面図。
【図１７】図１５の部分拡大図。
【図１８】第９実施形態の圧電センサの概略断面図。
【図１９】第９実施形態の圧電センサの下面図。
【図２０】第１０実施形態の圧電センサの概略断面図。
【図２１】第１０実施形態の圧電センサの下面図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
１．第１実施形態
　（１）圧力検出装置の全体構造
　図１を用いて、本発明の第１実施形態に係る圧力検出装置１の全体構造を説明する。図
１は、本発明の第１実施形態に係る圧力検出装置の概略図である。
【００１９】
　圧力検出装置１は、押圧荷重を測定する機能を有している。
　圧力検出装置１は、圧電部３と、圧電信号検出部５と、制御部７とを有している。圧電
部３は、与えられた荷重に応じた圧電信号を発生する部材である。圧電信号検出部５は、
圧電部３にて発生した圧電信号を検出する装置である。制御部７は、圧電信号検出部５と
の間で信号を送受信することで、圧力検出装置１の各種動作を制御する装置である。以下
、圧力検出装置１の構成を詳細に説明する。
【００２０】
　（２）圧電部
　圧電部３は、ガラス９と、圧電センサ１１とを有している。ガラス９は、第１主面９ａ
と第２主面９ｂとを有する。第２主面９ｂ上には、圧電センサ１１が形成されている。圧
電センサ１１は、図１に示すように、ガラス９の第２主面９ｂの全面に形成されている。
なお、圧電センサ１１はガラス９の主面の全面に形成されていなくてもよく、つまりガラ
ス９の主面の一部には、圧電センサ１１が形成されていない部分があってもよい。
【００２１】
　圧電センサ１１は、主に、圧電シート１３と、圧電検出電極１５と、基準電極１７とを
有している。圧電検出電極１５は、圧電シート１３のガラス９側の面に形成されている。
基準電極１７は、圧電シート１３のガラス９と反対側の面に形成されている。圧電センサ
１１では、圧電検出電極１５と基準電極１７との間には、圧電シート１３に与えられた荷
重に応じた圧電信号が発生する。なお、圧電検出電極と基準電極とは位置が入れ替わって
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いてもよい。
　なお、圧力検出装置１は、圧電部３を支持するための筐体１６を有している。具体的に
は、圧電センサ１１が筐体１６の上面に支持又は固定されている。筐体１６は、剛性が高
い部材であることが好ましい。筐体１６には表示装置が装着されていてもよい。
【００２２】
　圧電部３は、圧電センサ１１を筐体１６に支持させるための支持体１８を有している。
支持体１８は、圧電シート１３の外周縁部分に部分的に配置されている。具体的には、図
２に示すように、支持体１８は、圧電シート１３の角部に対応して配置された第１～第４
支持体１８ａ～１８ｄから構成されている。なお、支持体１８の両主面は平面である。
　支持体１８は、１ＧＰａ以上の弾性率を有する材料から構成されていることが好ましい
。樹脂の場合は、おおよそ１～１０ＧＰａの弾性率が得られる。具体的には、支持体１８
には、ＡＢＳ（２．６５ＧＰａ）、ＰＣ（２．４５ＧＰａ）、ＰＳ（３～３．５ＧＰａ）
、ＰＰ（１．５～２ＧＰａ）が用いられる。金属の場合は、おおよそ１０～１０００ＧＰ
ａの弾性率が得られる。具体的には、支持体１８には、Ｍｇ（４５ＧＰａ）、ＳＵＳ（１
９９ＧＰａ）、Ｆｅ（１９２ＧＰａ）、Ａｌ（５９ＧＰａ）が用いられる。
【００２３】
　（３）圧電シート
　圧電シート１３を構成する材料としては、セラミック圧電材料、フッ化物重合体又はそ
の共重合体、キラリティーを有する高分子材料などが挙げられる。
　セラミック圧電材料としては、チタン酸バリウム、チタン酸鉛、チタン酸ジルコン酸鉛
、ニオブ酸カリウム、ニオブ酸リチウム、タンタル酸リチウムなどが挙げられる。フッ化
物重合体又はその共重合体としては、ポリフッ化ビニリデン、フッ化ビニリデン－テトラ
フルオロエチレン共重合体、フッ化ビニリデン－トリフルオロエチレン共重合体などが挙
げられる。キラリティーを有する高分子材料としては、Ｌ型ポリ乳酸や、Ｒ型ポリ乳酸な
どが挙げられる。
【００２４】
　また、圧力検出装置１を、表示装置や、タッチパネルを備えた表示装置に適用する場合
には、圧電部３を透明な材料により構成するか、又は、光が十分に透過できる程度に薄く
構成することが好ましい。
【００２５】
　（４）電極
　圧電検出電極１５、基準電極１７は、導電性を有する材料により構成できる。導電性を
有する材料としては、インジウム－スズ酸化物（Ｉｎｄｉｕｍ－Ｔｉｎ－Ｏｘｉｄｅ、Ｉ
ＴＯ）、スズ－亜鉛酸化物（Ｔｉｎ－Ｚｉｎｃ－Ｏｘｉｄｅ、ＴＺＯ）などのような透明
導電酸化物、ポリエチレンジオキシチオフェン（Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉｏｘｙｔ
ｈｉｏｐｈｅｎｅ、ＰＥＤＯＴ）などの導電性高分子、などを用いることができる。この
場合、上記の電極は、蒸着やスクリーン印刷などを用いて形成できる。
【００２６】
　また、導電性を有する材料として、銅、銀などの導電性の金属を用いてもよい。この場
合、上記の電極は、蒸着により形成してもよく、銅ペースト、銀ペーストなどの金属ペー
ストを用いて形成してもよい。
【００２７】
　さらに、導電性を有する材料として、バインダー中に、カーボンナノチューブ、金属粒
子、金属ナノファイバーなどの導電材料が分散したものを用いてもよい。
　さらに、筐体１６に接する基準電極１７は、例えば筐体１６側においてガラス又はタッ
チパネルを支持する金属板（例えば、ＳＵＳ製）によって構成してもよい。
【００２８】
　なお、圧力検出装置１を表示装置又はタッチパネルを備えた表示装置に適用する場合に
は、圧電部３と同様、圧電検出電極１５、基準電極１７も透明な材料により構成するか、
又は、光が十分に透過できる程度に薄く構成することが好ましい。
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【００２９】
　（５）圧電信号検出部
　図１に示すように、圧電信号検出部５は、２つの入力を有している。１つの入力は、圧
電検出電極１５に接続されている。もう１つの入力は、基準電極１７に接続されている。
　以上の構成により、圧電信号検出部５は、圧電シート１３が押圧されたときに、圧電検
出電極１５と基準電極１７との間（すなわち、圧電シート１３の両主面間）に発生する圧
電信号を検出できる。
【００３０】
　（６）制御部
　制御部７は、圧電信号検出部５に接続されている。
　制御部７は、圧電信号検出部５において圧電信号を検出不可能にすることと、圧電信号
検出部５において圧電信号を検出可能とすることを切り替えるための圧電信号検出指令信
号を出力可能である。
【００３１】
　制御部７は、例えば、圧力検出装置１のドライブシステムに含めることができる。当該
ドライブシステムは、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、記
憶部、及び圧電センサをドライブするためのインターフェースなどを備えたマイコンであ
ってもよい。又は、当該ドライブシステムは、カスタムＩＣなどにより１つのＩＣに集約
されていてもよい。
　また、制御部７の上記機能は、上記マイコンやカスタムＩＣなどの記憶部に記憶された
プログラムを、ＣＰＵやカスタムＩＣなどに実行させることにより実現してもよい。
【００３２】
２．第２実施形態
　第１実施形態では、圧電センサは支持体のみによって筐体に支持されていたが、他の支
持体をさらに用いてもよい。
【００３３】
　図３及び図４に示すように、圧電センサ１１は、第２支持体２１をさらに有している。
第２支持体２１は、圧電シート１３の外周縁において支持体１８が配置されていない部分
に配置された第２支持体２１ａ～２１ｄから構成されている。具体的には、第２支持体２
１は、圧電シート１３の各辺に対応して設けられている。第２支持体２１は、支持体１８
より剛性が低い。
　第２支持体２１は、通常の機器では防塵性を有していることが好ましく、さらには必要
に応じ防水性を有していることが好ましい。
　第２支持体２１は、弾性率が低い材料からなることが好ましい。第２支持体２１の弾性
率は１ＧＰａ以下であることが好ましい。具体的には、第２支持体２１には、ゴム材（０
．０１～０．１ＧＰａ）、ポリウレタンを発泡させたフォーム材、ゲル材が用いられる。
　この圧電センサ１１では、第２支持体２１によって、圧電シート１３と筐体１６との間
の隙間に外部から異物が侵入しにくい。
【００３４】
３．第３実施形態
　支持体は、圧電シートの外周縁部分のみに配置されており、圧電センサがたわみ容易と
なるように部分的に形成されていればよいので、支持体の配置形状は第１実施形態及び第
２実施形態のような角部には限定されない。以下、支持体が圧電シートの対向する２辺に
沿って配置された実施形態を説明する。
　図５及び図６に示すように、支持体２３は、第１部分２３ａ及び第２部分２３ｂを有し
ている。第１部分２３ａ及び第２部分２３ｂは、圧電シート１３の短辺（図の左右辺）に
細長い部材として形成されている。
　なお、この実施形態の変形例として、第１部分２３ａ及び第２部分２３ｂは複数に分割
されていてもよいし、圧電シート１３の長辺に第２実施形態の第２支持体が設けられてい
てもよい。
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【００３５】
４．第４実施形態
　支持体が圧電シートの対向する２辺に沿って配置された他の実施形態を説明する。
　図７及び図８に示すように、支持体２５は、第１部分２５ａ及び第２部分２５ｂを有し
ている。第１部分２５ａ及び第２部分２５ｂは、圧電シート１３の長辺（図の上下辺）に
細長い部材として形成されている。なお、この実施形態の変形例として、第１部分２５ａ
及び第２部分２５ｂは複数に分割されていてもよいし、圧電シート１３の短辺に第２実施
形態の第２支持体が設けられていてもよい。
【００３６】
５．第５実施形態
　第１～第４実施形態では、圧電センサの電極は圧電シートの主面全体に設けられていた
が、以下、圧電センサの電極が支持体に対応して圧電シートの主面に部分的に設けられて
いる実施形態を説明する。「支持体に対応して」とは、電極が支持体に対して少なくとも
一部が平面視で重なっておりしかも支持体が配置されていない圧電シートの箇所を全て占
めていることはない状態を意味する。つまり、この実施形態では、圧電センサの電極が、
圧電シートの主面全体には形成されておらず、より具体的には圧電シートの内周側部分つ
まり中央部分には全く形成されていない。
　図９及び図１０では、第３実施形態のように、支持体２３は、第１部分２３ａ及び第２
部分２３ｂを有している。第１部分２３ａ及び第２部分２３ｂは、圧電シート１３の短辺
（図の左右辺）に細長い部材として形成されている。また、ディスプレイ２９が圧電シー
ト１３と筐体１６との間に配置されている。ディスプレイ２９は、圧電シート１３に固定
されており、支持体１６との間に隙間を有している。ディスプレイ２９と筐体１６との間
は空間が確保されていてもよいし、空間にスポンジ等の柔らかい部材が充填されていても
よい。
【００３７】
　圧電センサの電極は、第１部分２３ａに対応した第１圧電検出電極３１及び第１基準電
極３３と、第２部分２３ｂに対応した第２圧電検出電極３５及び第２基準電極３７とから
構成されている。
【００３８】
　圧電センサ１１の電極（第１圧電検出電極３１、第１基準電極３３、第２圧電検出電極
３５、第２基準電極３７）は、図から明らかなように、支持体２３（第１部分２３ａ、第
２部分２３ｂ）に対応している。具体的には、電極は支持体の少なくとも一部を覆ってお
り、さらに支持体よりさらに中央側にも延びている。さらに具体的には、第１圧電検出電
極３１及び第１基準電極３３は、第１部分２３ａに平面視で重なっている。また、第２圧
電検出電極３５及び第２基準電極３７は、第２部分２３ｂに平面視で重なっている。
　より詳細には、第１圧電検出電極３１及び第１基準電極３３は、圧電シート１３におい
てディスプレイ２９の端部と第１部分２３ａとの間の部分に重なるように配置されている
。また、第２圧電検出電極３５及び第２基準電極３７は、圧電シート１３においてディス
プレイ２９の端部と第２部分２３ｂとの間の部分に重なるように配置されている。このよ
うに電極が圧電シートにおいてディスプレイ端部と支持体との間の部分に対応して配置さ
れる理由は、圧電シートのディスプレイが装着された部分（中央部分）のたわみ量が少な
く、そのため上記のディスプレイ端部と支持体との間の部分が圧電シートにおいて最もた
わみ量が大きい部分だからである。この場合、当該対応部分のディスプレイ端部付近、さ
らには当該対応部分の支持体端部付近に応力集中が発生する。
　この装置では、電極の配置が、出力が大きい場所に対応しているため、全面的に広く電
極を形成する場合よりも、ノイズに強くなったり、コストダウンを実現できたりする。
　なお、圧電センサの電極は支持体に対応してさえいればよいので、電極は、支持体の全
体を覆っていてもよいし、支持体を部分的に覆っていてもよい。また、電極は、支持体以
外に対応する部分を有していてもよい。
【００３９】
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６．第６実施形態
　圧電センサの電極が支持体に対応して圧電シートの主面に設けられている実施形態をさ
らに説明する。
　図１１及び図１２では、第４実施形態のように、支持体２５は、第１部分２５ａ及び第
２部分２５ｂを有している。第１部分２５ａ及び第２部分２５ｂは、圧電シートの長辺（
図の上下辺）に細長い部材として形成されている。また、ディスプレイ２９が圧電シート
１３と筐体１６との間に配置されている。ディスプレイ２９は、圧電シート１３に固定さ
れており、支持体１６との間に隙間を有している。ディスプレイ２９と筐体１６との間は
空間が確保されていてもよいし、空間にスポンジ等の柔らかい部材が充填されていてもよ
い。
【００４０】
　圧電センサ１１の電極は、第１部分２５ａに対応した第１圧電検出電極４１及び第１基
準電極４３と、第２部分２５ｂに対応した第２圧電検出電極４５及び第２基準電極４７と
から構成されている。
　圧電センサ１１の電極（第１圧電検出電極４１、第１基準電極４３、第２圧電検出電極
４５、第２基準電極４７）は、図から明らかなように、支持体２５（第１部分２５ａ、第
２部分２５ｂ）に対応している。具体的には、電極は支持体の一部を覆っており、さらに
支持体よりさらに中央側にも延びている。さらに具体的には、第１圧電検出電極４１及び
第１基準電極４３は、第１部分２５ａの一部に平面視で重なっている。また、第２圧電検
出電極４５及び第２基準電極４７は、第２部分２５ｂの一部に平面視で重なっている。
　より詳細には、第１圧電検出電極４１及び第１基準電極４３は、圧電シート１３におい
てディスプレイ２９の端部と第１部分２５ａとの間の部分に重なるように配置されている
。また、第２圧電検出電極４５及び第２基準電極４７は、圧電シート１３においてディス
プレイ２９の端部と第２部分２５ｂとの間の部分に重なるように配置されている。このよ
うに電極が圧電シートにおいてディスプレイ端部と支持体との間の部分に対応して配置さ
れる理由は、圧電シートのディスプレイが装着された部分（中央部分）のたわみ量が少な
く、そのため上記のディスプレイ端部と支持体との間の部分が圧電シートにおいて最もた
わみ量が大きい部分だからである。この場合、当該対応部分のディスプレイ端部付近、さ
らには当該対応部分の支持体端部付近に応力集中が発生する。
　この装置では、電極の配置が、出力が大きい場所に対応しているため、全面的に広く電
極を形成する場合よりも、ノイズに強くなったり、コストダウンを実現できたりする。
【００４１】
　圧電センサの電極は支持体に対応してさえいればよいので、電極は、支持体の全体を覆
っていてもよいし、支持体を部分的に覆っていてもよい。また、電極は、支持体以外に対
応した部分を有していてもよい。
【００４２】
７．第７実施形態
　第１～第６実施形態では支持体は平面で圧電センサを支持していたが、以下、支持体が
複数の支持突起構造によって圧電センサを支持する実施形態を説明する。
　図１３及び図１４に示すように、圧電センサ１１は、筐体１６に支持されるための支持
体５１を有している。支持体５１は、圧電シート１３の外周縁部分のみに配置されている
。
　具体的には、図１４に示すように、支持体５１は、圧電シート１３の外周縁に周方向並
んで配置された複数の支持突起部材５１ａから構成されている。支持突起部材５１ａは、
円柱形状であり、両主面は平面である。また、支持突起部材５１ａは、周方向に等間隔で
配置されている。
　なお、支持体５１を構成する材料は第１～第６実施形態と同じであるが、異なっていて
もよい。
【００４３】
　このセンサでは、圧電シート１３に荷重が作用すると、圧電シート１３がたわんで電荷
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を発生する。この場合、支持体５１が圧電シート１３の外周縁に設けられた複数の支持突
起部材５１ａから構成されているので、圧電シート１３に対して複数の支持突起部材５１
ａが作用する箇所において圧電シート１３のたわみ量が大きくなり、つまり圧電シート１
３の応力が高くなる。その結果、圧電センサ１１の感度が高く維持される。
【００４４】
　なお、支持突起部材５１ａの形状、数、位置については、この実施形態に限定されない
。例えば、支持突起部材は、周方向に２列以上で並んでいてもよいし、周方向の密度が異
なる部分があってもよい。また、支持突起部材は、角柱形状であっても、円錐形状であっ
てもよい。さらに、支持突起部材の圧電フィルム側の面は平面ではなく、凸状に湾曲した
突起形状であってもよい。
【００４５】
８．第８実施形態
　支持体が複数の支持突起構造によって圧電センサを支持する実施形態をさらに説明する
。
　図１５及び図１６に示すように、圧電センサ１１は、筐体１６に支持されるための支持
体５３を有している。支持体５３は、圧電シート１３の外周縁部分のみに配置されている
。
　具体的には、図１６に示すように、支持体５３は、圧電シート１３の外周縁に枠状に（
連続した細長い帯状に）配置されている。支持体５３は、図に示すように、支持体本体５
３ａと、支持体本体５３ａの圧電シート１３に接する側の面に形成された複数の突起５３
ｂを有する。突起５３ｂａは、周方向に延びる断面が山形形状の突起である。突起５３ｂ
は先端が鋭角になっている。複数の突起５３ｂは、互いに等間隔で配置されている。
　なお、支持体５３を構成する材料は第１～第６実施形態と同じであるが、異なっていて
もよい。
【００４６】
　このセンサでは、圧電シート１３に荷重が作用すると、圧電シート１３がたわんで電荷
を発生する。この場合、支持体５３は、圧電シート１３に接する側の面に形成された複数
の突起５３ｂを有するので、図１７に示すように、圧電シート１３に対して複数の突起５
３ｂが作用する箇所において圧電シート１３のたわみ量が大きくなり、つまり圧電シート
に加わる応力が高くなる。その結果、圧電センサ１１の感度が高く維持される。
【００４７】
　なお、突起の形状、数、位置については、この実施形態に限定されない。例えば、突起
は周方向に連続していなくてもよく、つまり複数に分割されていてもよい。また、突起は
、先端がとがっていなくてもよく、例えば先端が平面であったり、丸くなっていたりして
もよい。
　さらに、突起は周方向に長く延びていなくてもよく、個々の分離した突起であってもよ
い。その場合、例えば、突起は、円柱形状、円錐形状であってもよく、さらに先端がとが
っていたり、丸まっていたり、平面形状でもよい。さらに、突起は支持体において密度が
異なる部分があってもよい。
【００４８】
９．第９実施形態
　第７及び第８実施形態では、圧電センサの電極は圧電シートの主面全体に設けられてい
たが、以下、圧電センサの電極が支持体に対応して圧電シートの主面に設けられている実
施形態を説明する。
　図１８及び図１９に示すように、圧電センサの電極は、支持体に対応して圧電シートの
主面に設けられている。
　この実施形態では、第７実施形態のように、支持体５１は、複数の支持突起部材５１ａ
から構成されている。支持突起部材５１ａは、圧電シート１３の外周縁に沿って並んで配
置されている。
【００４９】
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　圧電センサ１１の電極は、支持体５１に対応した圧電検出電極７１及び基準電極７３か
ら構成されている。
　圧電センサ１１の電極（圧電検出電極７１及び基準電極７３）は、図から明らかなよう
に、支持体５１に対応している。具体的には、圧電センサ１１の電極は、支持体５１の幅
よりわずかに広い幅で、圧電シート１３の外周縁に沿って枠状に延びている。
　この装置では、電極の配置が、出力が大きい場所に対応しているため、全面的に広く電
極を形成する場合よりも、ノイズに強くなったり、コストダウンを実現できたりする。
【００５０】
　圧電センサの電極は支持体に対応してさえいればよいので、電極は、支持体の全体を覆
っていてもよいし、支持体を部分的に覆っていてもよい。また、電極は、支持体以外に対
応する部分を有していてもよい。
【００５１】
１０．第１０実施形態
　圧電センサの電極が支持体に対応して圧電シートの主面に設けられている実施形態をさ
らに説明する。
　図２０及び図２１に示すように、圧電センサの電極は、支持体に対応して圧電シートの
主面に設けられている。
　この実施形態では、第８実施形態のように、支持体５３は、複数の突起５３ｂを有して
いる。
【００５２】
　圧電センサ１１の電極は、支持体５３に対応した圧電検出電極７５及び基準電極７７か
ら構成されている。
　圧電センサ１１の電極（圧電検出電極７５、基準電極７７）は、図から明らかなように
、支持体５３に対応している。具体的には、圧電センサ１１の電極は、支持体５１の幅と
概ね同じ幅で、圧電シートの外周縁に沿って枠状に延びている。
　このセンサでは、電極の配置が、出力が大きい場所に対応しているため、全面的に広く
電極を形成する場合よりも、ノイズに強くなったり、コストダウンを実現できたりする。
【００５３】
　圧電センサの電極は支持体に対応していればよいので、電極は、支持体の全体を覆って
いてもよいし、支持体を部分的に覆っていてもよい。また、電極は、支持体以外に対応し
た部分を有していてもよい。
【００５４】
１１．第１～第６実施形態の共通内容
　第１～第６実施形態において、圧力センサ（例えば、圧電部３）は、支持部材（例えば
、筐体１６）に支持される圧力センサであって、圧電センサ（例えば、圧電センサ１１）
と、支持体（例えば、支持体１８、支持体２３、支持体２５）とを備えている。圧電セン
サは、圧電シート（例えば、圧電シート１３）を有する。支持体は、圧電センサを支持部
材に対して支持させる部材である。支持体は、圧電シートの外周縁部分に圧電シートがた
わみ容易となるように配置されている。
　このセンサでは、圧電シートに荷重が作用すると、圧電シートがたわんで電荷を発生す
る。この場合、支持体が圧電シートの外周縁部分に圧電シートがたわみ容易となるように
配置されているので、圧電シートが十分にたわむことができ、つまり圧電シートに加わる
応力が高くなる。その結果、圧力センサの感度が高く維持される。
【００５５】
１２．第７～第１０実施形態の共通内容
　第７～第１０実施形態において、圧力センサ（例えば、圧電部３）は、支持部材（例え
ば、筐体１６）に支持される圧力センサであって、圧電センサ（例えば、圧電センサ１１
）と、支持体（例えば、支持体５１）とを備えている。圧電センサは、圧電シート（例え
ば、圧電シート１３）を有する。
　支持体は、圧電センサを支持部材に対して支持させる部材である。支持体は、圧電シー
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トの外周縁に設けられた複数の支持突起構造（例えば、支持突起部材５１ａ、突起５３ｂ
）を有する。
　このセンサでは、圧電シートに荷重が作用すると、圧電シートがたわんで電荷を発生す
る。この場合、支持体が圧電シートの外周縁に設けられた複数の支持突起構造を有してい
るので、圧電シートに対して複数の支持突起構造が作用する箇所において圧電シートのた
わみ量が大きくなり（例えば、図１７参照）、つまり圧電シートに加わる応力が高くなる
。その結果、圧力センサの感度が高く維持される。
【００５６】
１３．他の実施形態
　以上、本発明の複数の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定され
るものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。特に、本明細
書に書かれた複数の実施形態及び変形例は必要に応じて任意に組み合せ可能である。
【００５７】
　以下は、実施形態同士の組み合わせの例である。
　第７実施形態（図１３、図１４）の支持突起部材を、他の実施形態の支持体に適用して
もよい。
　第８実施形態（図１５、図１６）の支持突起を、他の実施形態の支持体に設けてもよい
。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明は、与えられた荷重に応じた圧電信号を発生する圧電シートを用いた、圧力検出
装置に広く適用できる。
【符号の説明】
【００５９】
１　　　　圧力検出装置
３　　　　圧電部（圧力センサ）
５　　　　圧電信号検出部
７　　　　制御部
９　　　　ガラス
１１　　　圧電センサ
１３　　　圧電シート
１５　　　圧電検出電極
１６　　　筐体
１７　　　基準電極
１８　　　支持体
２１　　　第２支持体
２３　　　支持体
２５　　　支持体
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